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浜寺大橋から堺泉北臨海工業地帯を臨む

201９年度に開催された、各支部の主な不動産無料一般相談フェアは次のとおりです。
9月21日（土）
新大阪支部（淀川区）　
淀川区民センター・野中南公園

9月23日（月）
東大阪八尾支部（東大阪市）
近鉄布施駅ロータリー

10月17日（木） 
京阪河内支部（寝屋川市） 　
寝屋川市役所

10月20日（日） 
なにわ阪南支部（東住吉区） 　
長居公園

10月27日（日）　
泉州支部（岸和田市）　　
浪切ホール

9月23日（月） 
北摂支部（豊中市）　
阪急岡町駅・北摂不動産会館

10月5日（土）
なにわ東支部（天王寺区） 　
たかつガーデン 

10月19日（土）
なにわ南支部（東住吉区） 　
長居公園　

10月20日（日）
堺市支部（堺市）　
堺市不動産会館

11月3日（日）
西支部（西区）　
土佐公園

9月23日（月） 
北大阪支部（茨木市）
北大阪支部会議室

10月5日（土）
南大阪支部（松原市）　
松原市文化会館西駐車場

10月20日（日）
中央支部（中央区）　
難波宮跡公園

10月27日（日）
北支部（此花区）　
西九条コミュニティ広場

11月3日（日）
なにわ京阪支部（守口市）　
大枝公園ふれあい広場

2019年度　不動産無料一般相談フェアが開催されたっち
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『感謝』
地域に根付いた経営を続ける不動産会社集特



創業者であるお父様が急逝されたことで、入社から２年弱で後を継ぐことになったという新居田社長。引
継ぎもままならない中、多くの堺市支部の会員に助けられて今があると、常に感謝の気持ちでいっぱいだ
そうです。今回は、後を継いだ当時のお話や、協会・地域とのつながりについて語っていただきました。

株式会社ハウジングショップ新居田興産 高石市

　大学卒業後、ゼネコンに入社されたという新居田社長。
「当社の創業者は父です。継ぐという気持ちはなく、父にも
継がなくていいと言われていました」とのこと。
　土木事務として3年働いた後は、総務部に配属。1995年
の阪神・淡路大震災以降は建設業界不況となり、勤めていた
会社は再構築の施策として58歳での早期退職をすすめていっ
たのだそうです。「総務にいた私は退職手続きをしながら、“ど
んなに会社に貢献しても守ってもらえないんだな”と感じてい
たんです。同時に、“もっと前向きな仕事をしたい”と考える
ようになって父に相談しました。その時父は５８歳。同じ年でも
リストラされている人もいれば経営者としてバリバリやっている
人もいる。そんなことも感じてこのタイミングかなと思い、27
歳で当社に転職しました」と不動産業に関わるようになったきっ
かけを明かしてくださいました。

　「入社したとはいっても、不動産のことはまったく分かりませ
んでした。宅建はまだ持っていませんでしたし、九州にある管
理会社のセミナーへ泊りで参加しにいくなど、とにかく父がい
ることが前提でのんびり構えていたのだと思います。ところが
入社して1年半後に、父が末期ガンであることが発覚したん
です。痩せてきたな、とは思っていたのですが、ダイエットを
している時期とも重なっていたので、病気に起因しているとは
考えもしませんでした。シンガポールで行われたロータリーク
ラブの会議から帰ってきたとたんに倒れて、そのまま入院。父
は宅建協会堺市支部の副支部長に就いていたので、任期途中
ではありましたが辞任させていただきました。毎日病院へ行き、
業務報告をするのですが怒られてばかり。言い合いになって
看護師さんに“静かにしてください”なんて注意されることも
ありましたね」と当時のことを振り返ってくださいました。

すべて同じではなく、お客様それぞれに適したサービスを
提供したいと思っています。

　創業当初は売買仲介業がメインだったそうですが、臨海
工業地帯で働く方がお客様になることが多くなっていき、
転勤による自宅の売却やお部屋探しの相談が増えていった
とのこと。これをきっかけに賃貸管理業務に重きをおくよ
うになり、現在では臨海工業地帯にある企業の借り上げ社
宅専門の仲介業務や、管理業が中心となっているそうです。

「大阪府外から引っ越していらっしゃる方は、地元の人間が
考えている以上に文化の違いに不安を感じていらっしゃい
ます。私は、そういった方たちにとって初めて会う大阪人
でもあるので、少しでも安心していただけるように・・・
と心がけています。そのためにも、お客様によって提供す
るサービスや気遣いは変えていかないといけません」と新
居田社長。転勤が多い方に “大阪が一番よかった”と思って
もらえるような案内を目指しているのだそうです。
　「物件案内前には家族構成やライフスタイルについてしっ

かりヒアリングし、どんなご案内がベストなのか考えてい
ます。例えば、自動車や自転車通勤のお客様の場合、ご家
族と一緒に物件から勤務先へのルートを確認していただい
ています。これは、仕事場の見学も兼ねているんです。“お
父さん、ここで働くんだ！”と見ていただくことって、改
めて新生活のスタートを感じられる機会になると思うんで
す。単身赴任であれば、転居後に有給をとって移転手続き
をするのは難しいですよね。そのため、お部屋探しで来店
されたときに、市役所での手続きをお手伝いしたり、日用
品の買い物を一緒にしたりなど、できる限りのことをさせ
ていただいています。父が亡くなってから、多くの方が見
返りなんて関係なく、手を差しのべてくださいました。自
分がしてもらってよかったことは、人にもしていきたいと
思っているんです」。

それぞれは少人数でも、
不得意分野を補いあえば大きな力に。

　「2000年に父が他界し途方に暮れていたところ、堺市支
部の役員の方々が助けてくださいました。仕事を教えてく
ださったり、人手が足りないときは“うちの社員を使って
いいから”と何人か送り込んでくださったりすることもあっ
たんです。皆様のおかげで今日があります。感謝の気持ち
でいっぱいです」と新居田社長。
　その後は堺市支部の青年部、地元商店街の役員なども務め、

次第につながりが広がっていったとのこと。また、出身地
である堺市で事業をしている同級生や入居者の方と交流を
継続していく中で、多方面へのネットワークを拡大していっ
たのだそうです。「たとえ自分の商売と直接関係がなくても、
ご縁をいただいた方との交流は大切です。これによって、
地元密着型のスタイルが長く続けられているのだと思いま
す」と語ってくださいました。

仕事を教えてくださったり、業務を手伝ってくださったり、
感謝の気持ちでいっぱいです。

　気付きやチャレンジも大切にされているとのこと。
「不動産を管理していると、突発的にいろいろなことが起こ
ります。最初は専門業者を呼んで作業を見ていたのですが、
そのうち簡単なことは自分でやるようになりました。修理な
どで管理物件に足を運ぶ機会が増えると、入居者の方と顔
見知りになるんですね。そうすると親切心で不具合などを
教えてくれるようになるんです」と現地へ赴くことで得られ
るつながりやメリットについて教えてくださいました。
　最後に協会の活動で大切にされていることをうかがうと
「協会の会員間では、それぞれが持つ解決策やノウハウを
日々共有するようにしています。こういった交流が成果を
発揮したのは2018年の台風21号のとき。3社でチームを編
成し、延べ80棟ほどの屋根の上に自らのぼって応急処置を
行うことができました。
　横のつながりは大切です。あれこれ話していると、当た
り前・無理・仕方ないと思っていたことが解決することも
あります。１社１社は少人数でも不得意分野を補いあえば
大きな力になると考えています。そういった意味でも、会

員交流は大切にしていきたいですね」と力強く語ってくだ
さいました。

大学卒業後はゼネコンへ入社。「もともと継ぐ気はありませんでした」。

１９８３年設立。
感謝の気持ちやつながりを大切にしながら
地域に根付いた経営を続ける不動産会社。

VOL.03

お客様を関空まで迎えにいくこともあります。常に、“自分なら今どう
してもらいたいのか？” ということを考えています。今後の抱負はこの
街に必要といわれる会社になること。「とりあえず新居田興産に聞いて
みよう」と言われる会社を目指しています。

株式会社ハウジングショップ新居田興産
代表取締役　新居田　学
所在地：高石市東羽衣3丁目2-2
主な取扱物件：貸アパート・マンション・貸戸建・貸事務所・
　　　　　　 店舗・ 駐車場など
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今月の活躍会員のご紹介
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1-2 … 特集記事「今月の活躍会員のご紹介」

3 … 事務局からのお知らせ

3 … 会員限定　弁護士による無料法律相談

4 … ㊗尾久土 治副会長が黄綬褒章を受章

4 … 2019年度宅地建物取引士資格試験　合格発表

5-6 …もう利用したっち？
＜会員限定＞たくっちのWeb相談のお知らせ

7 … 最終回☆実践！
ビジネス交流会に参加しませんか？

8 … 宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

9 … 便利なスグレモノ♪たくっちノベルティ
販売のお知らせ

10 … 不動産流通関連サイトのお知らせ

10 … 名探偵たくっち　～カナ詰めクロスの謎～

11-14 … 大阪宅建☆ハイライト

15-16 … 大阪をひとめぐり　どこっち？たくっち！

17-19 … 不動産取引Q＆A ～たくっちの実務ノート～

20 …（取引士センター）講演録販売のご案内

裏表紙 … 2019年度不動産無料一般相談フェアが
開催されたっち！

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

　年末年始の大阪宅建協会における各業務の取り扱いは次のとおりです。
　あらかじめご了承ください。

◆本部事務局
　12月28日（土）～１月５日（日）まで業務を休止いたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆不動産無料相談所
　12月19日（木）から１月10日（金）まで休館いたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆レインズ
　12月28日（土）から１月５日（日）まで休止します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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尾久土  治副会長が黄綬褒章を受章されました

　宅地建物取引業に永年精励するとともに、業界発展への貢献が認 
　められ、大阪宅建協会の副会長　尾久土　治氏（北支部）が、黄綬
　褒章を受章されました。

　伝達式は、12月17日（火）、国土交通省にて執り行われました。
　このたびのご受章、おめでとうございます。

当協会「宅建取引士試験対策講座」受講生からも合格者多数‼
　なお、大阪宅建協会が主催する「宅建取引士試験対策講座（4月～ 10月）」受講生のうち、
受講後アンケートにご協力いただいた33名から17名、合格のおたよりが届きました！
地道な努力を重ね、念願が叶った受講生から喜びと感謝の声が多数寄せられました。

　2020年（令和２年）宅建取引士試験対策講座は、広報誌1・2月合併号同封チラシ
および大阪宅建Webサイト上にて募集いたします。

　なお、大阪宅建協会が主催する「宅建取引士試験対策講座（4月～ 10月）」受講生のうち、

2019年度 宅地建物取引士資格試験　合格発表

10月20日（日）に実施された「令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験」
の合格発表が12月4日（水）に行われました。
実施結果は、合格者数37,481名、合格率は17.0％、合否判定基準は50問中35問
以上（登録講習修了者は45問中30問以上）正解となりました。
合格者の受験番号及び実施結果の概要は、（一財）不動産適正取引推
進機構Webサイト内（http://www.retio.or.jp/）にて掲載されて
いますので、ご覧ください。

昨年度から、合格者数が4,121名増 
試験難易度は難化、合格点は35点でした

申込者数 受験者数 合格者数 合格率

全　　国 276,019 220,797 37,481 17.0%

大 阪 府 24,090 19,482 3,302 16.9%

実 施 結 果

祝
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実践！ビジネス交流会に参加された方々の声

開 催 概 要

有限会社ファースト・コラボレーション　　　　　　　　氏（高知宅建）武樋 泰臣 

　令和2年1月22日 (水)
　　【講演会】14時～17時
　　【懇親会】17時～18時

会  場

　大阪府宅建会館２階
 
受講料

　講演会：¥2,000
　懇親会：¥1,000

お問合せ先：大阪宅建協会 企画事業部

☎ 06 - 6809 - 4461
お申込み：申込欄に記載のうえ下記までFAX

　 06 - 6809 - 4462

参加者
満足度

これまでの

アンケートより

 

実践！ビジネス交流会実実実実践実践践践践践！！！！ビビビビジジジジネネネネスススス交交交交流交流流流流流会流会会会会会

同 じ 宅 建 業 者 の 成 功 例 や ノ ウ ハ ウ を 直 接 学 ぶ チ ャ ン ス

　参加を迷いましたが、とても
良い時間でした。
　参加者の方と深く話せて、長
く付き合った友人のような感覚
になりました。

（第１回アンケート）

　質疑応答がとても充実してい
てよかった。
　今日の様な大阪以外の会社の
成功事例は、大変勉強になりま
す。
　　　　　　（第２回アンケート）

　途中で泣けてきた、本質と
は？を感じとれた。日常業務に
おわれて、努力を忘れがちにな
るので気持ちの引き締めになり
ました。

（第３回アンケート）

「"会社の発展と個人の幸せの一致"を目指す企業での経営者の役割」

 5 “
”

 

 “ ” “ ”

日  時

新たな
気づきは
あった？

人脈づくり
のキッカケ
になった？

94％ 96％ 86％

（上記の数値は、受講者の皆様より頂いたアンケート結果より算出しております。）

全国各地域の成功者から学ぶ全国各地域の成功者から学ぶ

シリ
ーズ

最
終
回
！
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　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引における
あらゆる人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行う
上で理解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますので
ぜひご参加下さい。

「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」
大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」　など

※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

本年度最終の講座です！！

○　開　催　日：2020/2/6（木）

○　時　　　間：午後１時30分から午後５時00分まで（受付：午後１時～）

○　会　　　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）
　　　　　　　　～大阪メトロ谷町線『天満橋駅』３番出口より徒歩３分～

○　受　講　料：無　料

  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

“ しない、させない、許さない ”“ しない、させない、許さない ”

お申込み方法　
■ （一社）大阪府宅地建物取引業協会まで
　 お申し込み下さい。
　 お問い合わせ先：法務部　TEL : 06-6941-8197
■ 大阪府建築振興課へのお申し込みも可能です。
　 FAX：06-6210-9731

講座内容に関するお問い合わせ先　
　大阪府住宅まちづくり部　建築振興課
　宅建業指導グル－プ：TEL 06-6210-9734

なくそう！住まいの差別

その身元調査は必要ですか？
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   便利なスグレモノ 　たくっちノベルティ販売中！！   便利なスグレモノ

　会員の皆さまを対象に、お客様への譲渡や宣伝等にご活用いただくため、大阪宅建協会キャラクター「たくっち」
のノベルティを販売しております。下記ノベルティにつきまして、購入を希望される商品の個数をご記入の上、
大阪宅建協会　企画事業部までFAX（06-6809-4462）をお送りください。

～  在庫が無くなり次第終了となります。お申込みはお早目に！ ～
　１　たくっちビニール袋　 　２　たくっちクレラップ 　３　たくっちフリーザーバッグ

　４　たくっちボールペン（黒色） 　５　たくっちミニぬいぐるみ　 １～５　大きさ比較

☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆　   たくっちノベルティ　申込書　  ☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆

番号 品名 １セット値段（税込） ① 購入希望セット数 ② 合計（①×②）
１ たくっちビニール袋 100円　【10袋入り】 セット ￥
２ たくっちクレラップ 600円　【10個入り】 セット ￥
３ たくっちフリーザーバッグ 400円　【10個入り】 セット ￥
４ たくっちボールペン 700円　【10本入り】 セット ￥
５ たくっちミニぬいぐるみ 800円　 【５個入り】 セット ￥

　　　　※送料は別途かかります。 総額　￥　　　　　　　　　　　　

※内容確認後、請求書を郵送させていただきます。（お支払いは銀行振込のみです。）
※振込確認後、商品を協会本部または丸二倉庫（株）から着払いにて送付させていただきます。
※不良品以外の返品は不可とさせていただきますので、ご了承ください。

問い合わせ先：大阪府宅地建物取引業協会　企画事業部　花
ハナタテ

立　06-6809-4461

にて送付させていただきます。

会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）支店
住所：
氏名：
免許番号：大臣・大阪府知事　　（　　）　　　　　　　　　　号
電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　

 申込書送付先 FAX：06-6809-4462（企画事業部直通）

☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+☆+★+
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　　　 　 【重要】Windows7のサポート終了について

　2020年1月14日のMicrosoft社におけるサポート終了に伴い、Windows7はセキュリティ面の安全
確保が困難となることから、IP型システムの「動作保証外」となります。

　Windows7をご利用の方は、速やかに最新のOSへのアップデートを行い安全な環境での利用をよろ
しくお願いいたします。

　レインズシステムは会員の共有する財産であり、安全性の確保は当然に求められます。
Windows7をご利用の方はその点をご理解いただき、安全な環境からアクセス
いただきますようお願いいたします。

　（参考） 複数の Microsoft 社製品のサポート終了に伴う注意喚起
　　　　 https://www.ipa.go.jp/security/announce/win7_eos.html

   不動産流通関連サイトのお知らせ

　　　　
　　　 　

プレゼント

名探偵たくっち

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462　Eメール：info@osaka-takken.or.jp
2020年1月20日（月）到着分まで有効とし、商品の発送をもって
当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。クイズの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはＥメールで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会　社　名

Eメールはこちら

懸賞
付き！

Vol.8

Q. リストの文字を空きマスにあてはめて、言葉を完成させてください。
最後に、Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は何でしょう？

A キ ク ワ
リストエ ト C

オ ク ケ ス トニ チ
ト バ ビ ブ リD ダ ネ ス
ロ ン ン ーマ B タ

ロ コ ン
解答 Ａ B C D 前回の答え

文 化
Ａ Ｂ
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

　11月８日（金）大阪府宅建会館において、「住宅セーフティネット制度」のあらましや賃貸住宅に関する国の
動きについて学ぶ研修会が行われました。
　前月号でご紹介のとおり、大阪宅建ではOsakaあんしん住まい推進協議会に参画し、大阪府と連携しながら

「住宅セーフティネット制度」の取組みに協力しています。
　高齢者・障がいのある方・外国の方・子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を受け入れる

「あんぜん・あんしん賃貸住宅」や、その仲介を行う「協力店」の登録を推進する本制度は、開始から10年が経ち、
地域に密着した「協力店」の重要性がますます高まっています。
　研修会では、「協力店」ののぼりやステッカーを受け取った受講者達が社会に求められる自社の役割や制度を活
用した事例、住宅関連政策に耳を傾け、「協力店」を目指す不動産事業者は、住宅の登録方法や住宅金融支援機構
による登録支援について、熱心に聞き入る姿が見られました。
　是非、「協力店」にご登録いただき、「住宅登録」にご協力をお願いいたします。

第５回理事会・幹事会合同会議　報告
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第５回理事会･幹事会合同会議

【日時／場所】
11月28日（木）15：40 ～
大阪府宅建会館　２階大会議室

【審議事項】
■選挙管理委員会・代議員選挙管理委員会の設置に

関する件
　原案どおり選挙管理委員会・代議員選挙管理委員

会の編成を承認。
■諸規程の改正に関する件
　事務局規程、職員給与規程、代議員選出規程、代

議員選挙運営手順、定款施行規則について、原案
どおり一部改正を承認。　

■不動産手帳とカレンダーの廃止に関する件
　経営資源の有効活用の観点から、次年度以降の
　作製を見送ることを承認。

【報告事項】
■新入会員承認
■行政処分(免許取消）による会員資格喪失者
■廃業等による会員資格喪失者
■理事・幹事退任
■令和元年度中間決算報告
■大阪宅建ボランタリーチェーン創設に向けた
　業態別及び支部別アンケート結果
■大阪宅建ボランタリーチェーン
■AIG損保宅建総代理店ビジネスの代替
■関連団体報告
■各委員会報告

大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度 協力店研修会を開催
～ “誰もが安心して暮らせる大阪”づくりにご協力下さい ～
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不動産業界へのパスポート！不動産開業支援セミナーを開催

第５回空き家活用士講習会・試験を開催
　第5回空き家活用士講習会・試験が11月19日（火）、大阪府宅建会館にて開催されました。

　空き家の利活用・売却等の増加に伴い、宅建業者には確かな知識と様々な提案力が期待され、受講者

達は空き家管理のチェック方法や空き家に関するビジネスモデルのアドバイザーとして必要な講習を学

び、空き家活用士試験に臨みました。

　次回、第６回空き家活用士講習会・試験は2020年度開催予定で、詳細が決定次第、実施要項をご案内

いたします。

　11月9日（土）、大阪府宅建会館において、「不動産開業支援セミナー」が開催され、48

名の独立起業を目指す方や新規事業参入を検討している法人担当者が参加されました。

　第一部では、“創業計画のポイント”について日本政策金融公庫から、“宅建業の新規

申請の流れと注意点”について大阪府行政書士会から説明がありました。

　第二部では、入会から開業後のフォロー体制・会員特典に関して、大阪宅建と(株)大阪宅建サポート

センターの事業を詳しく紹介したのち、開業体験談として(株)ARM Plus代表取締役の植田亮一さんに「不

動産業における仲間づくりの大切さ」を語っていただきました。

現在、大阪宅建では会員の皆さまを対象に、入会者紹介キャンペーンを実施中！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（令和2年３月31日まで）

　　新規開業をお考えの方にぜひ「大阪宅建」をおすすめください‼
　　　※ 詳しくは、大阪宅建Webサイト「会員のページ」（要ID、パスワード）をご覧ください。

空き家問題に
精通して、
業務に役立てて
ほしいっち♪

「空き家活用士」として活躍を目指す方々が会場いっぱいに
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全宅連近畿地区連絡会合同研修会を開催
　11月29日（金）、ヒルトン大阪（大阪市北区）
において、全宅連近畿地区連絡会合同研修会が
開催されました。
　近畿2府4県の宅建協会会員が参加され、全
宅連の坂本久会長のご挨拶では、空き家売却促
進への税制改正への期待をあげ、明るい兆しを
喜ばれました。
　全宅管理や（一財）ハトマーク支援機構等の上

部団体・関連団体の事業説明が行われ、基調講演では、NPO法人尾道空き家再生プロジェクトの豊田氏
を迎え、尾道市空き家バンクなど地域ネットワークの実践やデザイン経営に関するお話をいただきま
した。

2019年度女性部会GLセミナーを開催
　12月２日（月）大阪府宅建会館において、片付けアシストNaro代表　中西直美氏を講師に迎え、「住む
だけで運気アップ！風水を取り入れた開運間取りとインテリア」の演題で講演が行われました。
　中西氏は整理収納サービス・片付けや掃除に関するセミナーや収納商品の企画開発に携わり、保育士
経験を活かした子どもと行う“お片付け教育”や、占い師として占術や風水を取り入れた“運気アップ”の
提唱等、幅広い視野から顧客の多様なニーズに応えるサービスが評判を呼び、メディア等でも活躍され
ています。
　不動産団体でのセミナーということもあり、女性部会からも「ホームステージング」や「住んでみたくな
る間取り」といった、実務に役立つ内容について、中西氏にリクエスト！各部屋ごとの配置やインテリア
など、興味深いお話を伺うことができました。
　女性会員・従業者を中心とした100名近い参加者からは「女性目線を活かしたセミナーは、お客様の理
解にも繋がるので、また次回も参加したい。」「早速帰って玄関のたたきの清め拭きを実践したい」との感
想が寄せられ、大変満足度の高いセミナーとなりました。

悩みに寄り添った具体的なアドバイスが好評でした。 男性会員を含めた100名近くが参加されました。
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新入会員（2019年10月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪

㈱地建 朝 日　 公 一 淀川区西三国3-5-4 06-6395-6663 ⑧30496

㈱CENTER 小 松 原　 力 淀川区西三国1-2-29-101 06-6151-9933 ①61395

㈱スタープロジェクト 片 山　 孝 志 淀川区西中島5-1-8 050-5814-9076 ①61356

㈱プラッツ不動産販売 西 山　 正 樹 淀川区西宮原1-8-24 06-7878-5702 ①61344

北
TAGインベストメント㈱ 田 口　 龍 生 北区鶴野町3-9-1204 06-6710-4826 ①61357

ユアサエムアンドビー㈱ 松 田　 憲 二 北区中之島3-3-23 06-6443-0111 ①61287

中央

㈱ヴィアージェ 大 森　 健 戸 中央区内久宝寺町3-3-16 090-1786-8406 ①61378

㈱exit. 平 野　 拓 也 中央区本町1-1-6-502 06-6467-4466 ①61367

はせがわ不動産・設計 長 谷 川　 宏 治 中央区北新町4-1　谷町プラザビル6F 06-4309-6660 ①61382

ジオフロー㈱ 井 上　 大 陽 中央区平野町2-5-12 06-6599-9584 ①61380

ハウスグッド㈱ 今 川　 裕 正 中央区安堂寺町1-3-13 06-4304-2121 ①61384

Aigoo㈱ 朱 　 杰 中央区船越町2-3-8-201 06-4309-6039 ①61365

HOUKOU㈱ 薛 　 常 鋒 中央区南船場1-3-17　永都ビル大阪長堀 06-6210-2905 ①61347

㈱アイエムプロパティ 今 中　 明 人 中央区南船場2-7-11 06-6265-5626 ①61375

㈱友栄商事ホールディングス 福 田　 影 子 中央区南久宝寺町3-5-1 06-6258-3555 ①61292

西
新和商事㈱ 吉 沢 　 昌 西区阿波座2-2-21　ダイドーメゾン本町406 06-6586-6673 ①61396

㈱TRIATE 石 黒　 琢 巳 西区西本町1-5-13-302 080-6904-9900 ①61379

なにわ京阪

規工川建設㈱ 規 工 川　 和 史 城東区中央3-3-12-705 06-6933-4326 ①61360

㈱さくらクリエイターズ 松 岡　 俊 貴 城東区蒲生1-10-10-202 06-6167-9601 ①61393

㈱大西商事 大 西　 克 征 旭区森小路2-15-13 06-6167-6340 ①61337

北摂 ㈱りのらぼ 角 谷 　 力 豊中市今在家町4-1 06-6398-7614 ①61328

北大阪
一級建築士事務所nitalabo＋partners 二 田　 篤 志 吹田市千里万博公園14-13-302 06-7708-5181 ①61335

㈱ランドアークス 西 川　 達 哉 吹田市江坂町2-6-10 06-6318-6920 ①61373

京阪河内 ㈱松本建築 松 本 　 工 交野市南星台5-6-14 072-891-2711 ①61250

東大阪八尾
リンクホーム㈱ 内 田　 優 介 東大阪市大連北3-7-10 06-6105-5701 ①61385

㈱NS企画 清 水 　 毅 東大阪市御厨南3-4-34 06-6788-0878 ①61322

堺市 ㈱ヨリソア 滝 本　 佳 範 堺市堺区向陵東町1-9-5-104 072-275-8059 ①61371

泉州 ㈱梅屋不動産 草 竹　 梨 加 岸和田市作才町1-5-37 072-447-7723 ①61374

2019年10月末現在の会員数は　正会員　8,032名   準A　663名   準B　4,914名 
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   大阪をひとめぐり  どこっち？ たくっち！   

同じ志を持つ会員同士　仲間づくりと自社ならではの強みづくりについて話そう！
実践！ビジネス交流会を開催

　10月23日（水）及び11月5日（火）、地域で活躍している会員を全国からお招きし、“マジメな話を気軽
にしよう！”を合言葉にする「実践！ビジネス交流会」の第4回・第5回が開催されました。

　第４回は東京宅建所属の株式会社尚建　徳山明さんに「モノづくりからコトづくり、不動産業は人づく
り」をテーマにご講演いただきました。
　徳山さんは、「今の小さい子供が『将来不動産屋さん
になりたい』と言ってくれる仕事や業界にすること」を
志に掲げ、事務所のある東京・谷

や
根
ね

千
せん

地区での「コトづ
くり」応援プロジェクトをはじめ、地域を魅力的にする
取り組みを通して、お客さんや他業者、商店街などこ
れまでのご縁が連鎖して地域発展やビジネスに結びつ
いています。受講者からも、地域との関わり方やＳＮ
Ｓの活用、クラウドファンディングなど実践について
多岐にわたる質疑応答が続きました。
　
　第５回は東京宅建所属の価値住宅株式会社　高橋正典さんに「既存住宅を知識とサービスコンテンツで
差別化する」をテーマにご講演いただきました。
　高橋さんは、既存住宅に対する情報の非対称性を解消するために、インスペクション・住宅履歴書等

を全ての物件に徹底され、同社のボランタリーチェー
ン「売却の窓口」は、国土交通省が採択するモデル事業
になりました。
　取引を一度きりの企画提案で終わらせず、契約後の
顧客との関係を重視し、購入した顧客が再び売却する
まで維持管理を通じてお付き合いする「生涯顧客化」、

「10年間で両手取引」の循環型ビジネスの実践、サービ
スコンテンツの差別化で強みを打出す姿勢について、
受講者は感嘆しつつも、同じ宅建業者として“自社だか
らできること”について熱く議論を交わし合いました。

　大好評の実践！ビジネス交流会は、残すところあと1回！毎回エリアも業態も立場も異なる会員同士が
気づきのヒントを導き出しています。
　詳しくは、本誌7ページをご覧ください。

高橋　正典さん

徳山　明さん
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　大阪宅建ビジョン５大戦略事業の１つである「不動産出張授業」の一環として、11月23日（土・祝）、大阪
市立住まい情報センターとのタイアップ講座、「親子で体験ワークショップ　快適な住まいについて考えよ
う！」を開催いたしました。

　当日は、大阪宅建西支部会員の東
とうまつきょうすけ

松京祐氏（合同会社住宅再生研究所）を講師にお迎えし、おウチの間取
りづくりをして、「我が家の好きなところ・困っているところ」について発表したり、冬になると気になる“結
露”をテーマに、素材別の発生状況の違いを体験し、不動産のプロである講師から、その対策を直伝いただ
きました‼

　大阪宅建では、“初めての一人暮らし”や“不動産業界ってどんなところ？”、“不動産業者の地域に根差し

た取組み”などのテーマ別に、不動産出張授業を小学生から大学生を対象に行っています。

　不動産授業開催に関するご質問やご相談は、お気軽に大阪宅建　本部事務局
　（TEL：06-6943-0621）までお問い合わせください。

不動産出張授業～親子で体験ワークショップ～を開催

講義を受けた親子からは、９割方に“満足”との好評をいただき、

等の感想が寄せられました。

結露の実験をはじめるっち♪ ワークショップを通じてお友達になったっち☆

ワークショップで子どもと一緒に間取りをつくったところが
印象に残った。

子どもと家のことを考えるきっかけとなった
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事　実　関　係
　当社は、長い間売主が住んでいなかった築40年の古家付きの土地の売買を、売主の更地
渡しを条件に媒介した。

　土地の引渡しは順調に行われたが、買主がその後土地を調べたところ、水道管の口径が
当社が重要事項として説明した20mm管になっておらず、“13mm管のままになっている”
という苦情が持ち込まれた。

　なお、当社は重要事項の説明にあたり、水道管の口径を市役所で調べたが、そのときは水道局の管理図面の上
でも20mm管になっていたため、“何の心配もない”と思い、また現地においても水道メーターが撤去されてい
たため、特に口径についての現地調査は行わなかった。

Question

水道局での調査と異なる引込管が埋設されていた場合の責任の所在

　更地渡しの土地売買の媒介で、水道局で調べて説明した引込管の口径（20mm）と
異なる口径（13mm）の引込管が埋設されていた場合、水道メーターが撤去されてい
たため、現地での口径調査をしなかった媒介業者に“重要事項説明義務違反”があるか。
　買主は20mm管での引き込みを要求しているが、その要求には誰が応えるべきか。

13mm？！
20mm

13mm？！
20mm

１．当社に重要事項説明義務違反があるか。 
２．買主は、“水道管の口径が20mmでないと水道メーターを取り付けることができない

ので、20mm管にしてほしい”と言っているが、その要求に応える必要があるか。ある
とすれば、誰がその要求に応えるべきか。　

   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～
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Answer

　　結　　論
１について　　貴社の水道局での調査が万全であれば、現地の水道メーターが撤

去されている以上、現地での口径調査が省略されていたとしても、
それだけで貴社に調査義務違反があったとまではいえない。

　　　　　　　しかし、現に苦情が持ち込まれている以上、媒介業者としては改
めて現地での「引込管」の口径調査をし、本当に「引込管」の口径が
13mm管になっているのであれば、その費用負担について何らかの
解決策を見い出すよう努力すべきであろう。 

２について　　貴社に調査義務違反がないとすれば、売主が水道メーターを撤去
した責任として買主の要求に応えるべきか、それとも買主が現状で
物件を引き取るべきか、いずれにしても難しい問題なので、現地を
調査しなかった貴社もその費用の一部を負担する方向で円満解決を
図るべきであろう。

理　由　と　解　説
　貴社の水道局での調査が万全であるか否かは、その地域における一般的な口径調査ではなく、当該土地におけ
る具体的な引込管の口径が何ミリであるかを、水道局備え付けの「給水分岐管管理図」によって調査したか否かで
判断される、と考えてよいであろう。

　なぜならば、本件のような土地の場合は、新たに水道管を引き込む場合には20mm管でなければならないが、
過去に引き込まれた水道管の場合には、従来の13mm管のままで引き込まれている可能性があり、正確なところ
は、その具体的な土地に引き込まれている分岐管の口径を管理図面で調査しなければわからないからなのである。
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　したがって、本件の場合には、現地に築40年の建物が建っていたわけであるから、貴社の調査で、本当に市
の管理図面に20mm管で引き込まれていると図示されているとすれば、過去の増改築等の際に、本来であれば
20mm管で引き込み直しをしなければならないものを、何らかの手違いで従前の13mm管のままで工事が行わ
れたということも考えられ、もしそうであれば、貴社には調査義務違反があったとまではいえないであろうし、
その結果として、その土地には「隠れた瑕疵」があると判断されることもあろう。

　ただ、その後土地をよく調べてみたら、水道本管から宅地までの引込管は20mm管であるが、宅地内の配管
は13mm管でジョイントしてあるというようなことだとすれば、水道メーターが撤去されている状況では、媒
介業者は通常その違いに気づかないので（宅地内配管の口径は水道メーターのふたの上に表示されているのが普
通である）、その違いを説明し得なかった媒介業者に調査義務違反があるとまではいえないであろう。

参  照  条  文

1908-B-0263　　掲載：2019年８月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用

監 修 者 の コ メ ン ト

　宅建業法における「重要事項説明義務」も過失責任である。すなわち、故意又は過失により説
明義務を怠ったということが必要であって、決して無過失責任（結果責任）ではない。
　したがって、本ケースの場合も、他に疑うべき事情がなかったというのであれば、回答のと
おり義務違反はないと考えてよいと思われる。次に売主の瑕疵担保責任の問題については諸事
情を考慮しなければならず、一概に「責任あり」と判断することはできない。

※参照条文は当時のものです。　　　
※「瑕疵担保責任」の表記は、来年４月の民法改正施行後は使用されなくなります。

■　民法第570条（売主の瑕疵担保責任）
　売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限
りでない。
■　民法第566条（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 
　①　売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知

らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることが
できる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることがで
きる。 

　②　前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動
産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 

　③　前２項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から１年以内にしなけ
ればならない。
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、 してください。（当センターウェブサイトのＷｅｂ申込みペー

ジ（ ）からも、お申込みいただけます。）

講 演 録 購 入 申 込 書 ◇申込日： 年 月 日

 一財 大阪府宅地建物取引士センター 行 ： ‐ ‐ （ ： ‐ ‐ ）  

 注
文
部
数

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 年 月発刊 冊  

 不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ 年 月発刊 冊  

 合計部数 冊 合計金額
冊 円

円  

                     お 名 前  

 ご 住 所 〒  

 日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ  

 

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に 送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

 

 

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内 

定価各 円 税込

各 A4 サイズ 
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新規代理店様を募集しています！  是非ご連絡ください。

8,000社
の代理店！

近畿・名古屋市内を中心に
エリアトップクラスの代理
店様にご利用いただ
いています。

7種類のコース

業界トップクラスの商品ライ
ンナップで、お客様ごとに
自由にコースを選択で
きます。

30％の代理店様
事務手数料！

業界最大級の事務手数料で、
代理店様の売上に貢献し
ます！

3営業日
後の代位弁済と、

最短30分の
審査スピード

業界トップクラスのスピード
の代位弁済と審査回答を
実現しています。

15年目の
実績と安心

業界トップクラスの
ノウハウと実績があります。

近畿保証サービスが
選ばれるには
理由があります。

あ
な
た
の
ニ
ー
ズ
に

　
　

お
応
え
し
ま
す
。

あ
な
た
の
ニ
ー
ズ
に

　
　

お
応
え
し
ま
す
。

代位弁済の
作業が面倒くさい。

法改正に向けて何を
準備すればいいの？

保証もつけたいし、
入居後にトラブルが
あるのもこわい。

入居者の支払い結果に関わらず、
概算払いで、家賃の１００％が入金されます！
※インサイト利用時

充実の弁護士団が徹底サポート！
講演会・勉強会などを随時開催。
明渡訴訟時のサポートも行います。

お客様ごとに柔軟な審査を心がけています。
また電話による本人確認と意思確認を行うことで
高品質な審査を実現しています。

家賃債務保証業 登録番号 国土交通大臣（1）3 号

選ばれ続けて

 No.1！
選ばれ続けて

 No.1！

（株）大阪宅建サポートセンター（株）大阪宅建サポートセンター
提携事業
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いつもご愛顧いただいている皆様のために

当社提携の生命保険のプロ（東京海上日動あんしん生命のライフパートナー）が
無料でわかりやすくご案内いたします。

お気軽にご相談ください。

【募集代理店】 【提携ライフパートナー】

当社は東京海上日動あんしん生命のライフパートナーと共同で、生命保険の募集を行います。ライフパートナーは東京海上日動あんしん生命の生保営業社員
です。当社が募集出来ないお客様（構成員契約）についてはライフパートナー社員による単独募集となります。
【個人情報の取扱】
お客様から提供いただいた個人情報を、生命保険およびこれに付帯・関連するサービスの提供等の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
その他の目的に利用することはありません。なお、いただいた情報につきまして、上記、募集代理店並びに提携ライフパートナーで共有致します。

お気軽にご相談ください。

生命保険を活用しませんか？

貢献している
社員の福利厚生制度を
充実させたい
福利厚生

創業者である
自分の退職金は
どうすればいいの？

役員退職金

そろそろ
後継者に経営を
委ねたいが…
事業承継

安定した企業経営に
お役に立つ生命保険
情報をご提供いたし
ます。

生命保険を見直しませんか？

経費を削減して
資金繰りを
ラクにしたい

お付き合いで
加入したので、
いまひとつ中身が
よくわからない

加入内容が
充分なのか
不安に感じる

ご加入の生命保険を
一覧表にまとめ、保障
の過不足などプロの
目から診断させてい
ただきます。

募資 1705-KL08-Ｓ0045

無料

ライフパートナー　
住所

電話番号

大阪府宅地建物取引業協会　会員の皆様へ

株式会社大阪宅建サポートセンター
住所　〒540-0024 大阪支社　第二営業所

竹内　康二
電話番号　06-6910-0770 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル15F

080-1524-5623

大阪府大阪市中央区南新町2丁目2番10号
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浜寺大橋から堺泉北臨海工業地帯を臨む

201９年度に開催された、各支部の主な不動産無料一般相談フェアは次のとおりです。
9月21日（土）
新大阪支部（淀川区）　
淀川区民センター・野中南公園

9月23日（月）
東大阪八尾支部（東大阪市）
近鉄布施駅ロータリー

10月17日（木） 
京阪河内支部（寝屋川市） 　
寝屋川市役所

10月20日（日） 
なにわ阪南支部（東住吉区） 　
長居公園

10月27日（日）　
泉州支部（岸和田市）　　
浪切ホール

9月23日（月） 
北摂支部（豊中市）　
阪急岡町駅・北摂不動産会館

10月5日（土）
なにわ東支部（天王寺区） 　
たかつガーデン 

10月19日（土）
なにわ南支部（東住吉区） 　
長居公園　

10月20日（日）
堺市支部（堺市）　
堺市不動産会館

11月3日（日）
西支部（西区）　
土佐公園

9月23日（月） 
北大阪支部（茨木市）
北大阪支部会議室

10月5日（土）
南大阪支部（松原市）　
松原市文化会館西駐車場

10月20日（日）
中央支部（中央区）　
難波宮跡公園

10月27日（日）
北支部（此花区）　
西九条コミュニティ広場

11月3日（日）
なにわ京阪支部（守口市）　
大枝公園ふれあい広場

2019年度　不動産無料一般相談フェアが開催されたっち

201９年度に開催された、各支部の主な不動産無料一般相談フェアは次のとおりです。

2019年度　不動産無料一般相談フェアが開催されたっち

❅ ご活用ください！ たくっちのWeb相談室　
                                       ＜会員限定＞
❅ 不動産取引Ｑ＆Ａ　～たくっちの実務ノート～
❅ 2019年度不動産無料一般相談フェアを開催

『感謝』と『つながり』を大切に・・・
地域に根付いた経営を続ける不動産会社集特


